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今週のことば

新 基 準 原 付

排ガス規制により今月末で排気量５０ｃｃ

以下の原付バイクは生産終了となり、原付

免許で運転可能な新基準原付（１２５ｃｃ以

下で最高出力４.０ｋＷ以下に制御）が登場。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 10／２０(月) 赤口　上皇后さま９１歳の誕生日

 　　２１(火) 先負　旧暦９月１日、臨時国会召集・新首相を選出

 　　２２(水) 仏滅

 　　２３(木) 大安　霜降、電信電話記念日、プロ野球ドラフト会議

 　　２４(金) 赤口　国連の日

 　　２５(土) 先勝　プロ野球・日本シリーズ開幕

 　　２６(日) 友引

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

10/13(月) スポーツの日

   14(火) 46,847 ▼1242  151.96 △0.88

   15(水) 47,673  △826  151.24 △0.72

   16(木) 48,278  △605  151.23 △0.01

   17(金) 47,582  ▼696  149.69 △1.54

税制改正に伴う年末調整の留意点等

　令和７年度税制改正による所得税の基礎控除や給

与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設など

は令和７年分以後の所得税に適用されますが、これ

らの改正は原則として令和７年１２月１日に施行さ

れますので、１２月に行う年末調整の際に改正後の基

礎控除等に基づいて１年間の税額を計算し、改正前

の源泉徴収税額との精算を行います。

◆年末調整関係書類に関する留意点

　各人から提出される申告書等に基づいて年末調整

を行いますので、次のような点にご留意ください。

◎扶養控除等（異動）申告書……扶養控除等の対象

となる扶養親族等の所得要件が合計所得金額５８万

円以下（給与のみの場合は年収１２３万円）となるた

め、新たに扶養控除等の対象となる親族等がいる場

合はその旨を記載した扶養控除等（異動）申告書の

提出が必要となります。

◎基礎控除申告書……合計所得金額２３５０万円以下

の方を対象に基礎控除額が引上げられましたので、

合計所得金額に応じた正しい控除額を記載します。

◎特定親族特別控除申告書……１９歳以上２３歳未満

で合計所得金額が５８万円超１２３万円以下（給与の

みの場合は年収１２３万円超１８８万円以下）の親族

を有する場合は「特定親族特別控除」を受けること

ができますので、年末調整において適用を受ける方

は特定親族特別控除申告書を提出します。

◎配偶者控除等申告書……給与所得控除の最低保障

額が６５万円に引上げられましたので、配偶者に給与

所得がある場合は改正後の給与所得控除額を適用し

て算出した合計所得金額に応じた配偶者（特別）控

除額を記載します。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５４０

事業主証明による被扶養者認定措置を恒久化

　社会保険（厚生年金・健康保険）の被扶養者に

係る年収の壁（１０６万円・１３０万円）については、

当面の対応策として令和５年１０月から「年収の

壁・支援強化パッケージ」が実施されています。

　「１３０万円の壁」に対しては、被扶養者の収入

が人手不足による労働時間延長等で一時的に増加

し年収１３０万円以上となる場合でも、健保組合等

が実施する収入確認の際に一時的な収入変動であ

る旨の事業主の証明（被扶養者を雇用する事業主

が作成）を提出することで円滑な被扶養者認定が

可能となる措置が設けられていますが、厚労省は

この取り扱いを当面の対応ではなく、恒久的な取

り扱いとする通知を発出しました。

年調や確定申告で必要となる控除証明書

　本年中に生命保険料などを支払った方に対して、

年末調整や確定申告で所得控除を受ける際に必要

となる控除証明書が送られてくる時期です。

　生命保険料や地震保険料を支払った場合は保険

会社から「保険料控除証明書」、国民年金保険料

を支払った場合は日本年金機構から「社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書」、ｉＤｅＣｏの掛

金を支払った場合（個人払込の加入者）は国民年

金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証

明書」が書面又は電子データで届きます。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。

詳

細

請

求

手

順

発行日２０２５年１０月２０日(月)



情報ＢＯＸコード２０１５４０                      ２０２５．１０．２０ 

所得税の基礎控除の見直し等の概要と年末調整における留意事項 

◆令和 7 年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等 

 令和 7 年度税制改正により、次のとおり所得税の基礎控除に関する見直し等が行われました。こ

れらの改正は原則として令和 7 年 12 月 1 日に施行され、令和 7 年分以後の所得税について適用

されるため、令和７年 12 月に行う年末調整など、令和 7 年 12 月以後の源泉徴収事務に変更が

生じます。 

◎所得税の基礎控除の引上げ 

 合計所得金額（2,350 万円以下）に応じて、基礎控除額が次のように改正されました。 

合計所得金額（収入が給与だけの場合の収入金額） 
基礎控除額 

改正後 改正前 

132 万円以下（200 万 3,999 円以下） 95 万円 

48 万円 

132 万円超 336 万円以下（200 万 3,999 円超 475 万 1,999 円以下）   88 万円※ 

336 万円超 489 万円以下（475 万 1,999 円超 665 万 5,556 円以下）   68 万円※ 

489 万円超 655 万円以下（665 万円 5,556 円超 850 万円以下）   63 万円※ 

655 万円超 2,350 万円以下（850 万円超 2,545 万円以下） 58 万円 

※合計所得金額 132 万円超 655 万円以下の基礎控除額は令和 7・8 年分の限定措置であり、令

和 9 年以後は 58 万円となります。 

◎給与所得控除の最低保障額引上げ 

 給与所得控除の最低保障額が 55 万円から 65 万円に引上げられました。給与の収入金額 190

万円以下の場合が対象となり、190 万円超の給与所得控除額に改正はありません。 

◎特定親族特別控除の創設 

 居住者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族（配偶者、青色事業専従者として給与

の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く）で合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下（給与

だけの場合は年収 123 万円超 188 万円以下）である特定親族を有する場合は、居住者の総所得

金額等から特定親族の合計所得金額に応じた金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。 

 特定親族の合計所得金額が 58 万円超 85 万円以下（給与収入 123 万円超 150 万円以下）の

場合は特定扶養控除と同額の 63 万円、合計所得金額 85 万円超 123 万円以下（給与収入 150

万円超 188 万円以下）は段階的に逓減された控除額（61 万円～3 万円）となります。 

◎扶養親族等の所得要件の引上げ 

 扶養親族や同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子の所得要件が合計所得金額 48 万円か

ら 58 万円に引上げられました。また、勤労学生の所得要件が合計所得金額 75 万円から 85 万円

へ引上げられました。 

◆年末調整における留意事項 

 年末調整は、各人から提出された扶養控除等（異動）申告書などに基づいて行われますが、税制

改正に伴う各種申告書の主な留意事項は次のとおりです。 

◎扶養控除等（異動）申告書 

 給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件の改正により、新たに扶養控除等の対象となった親族

等がいないか確認します。新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった場合は、

その旨を記載した扶養控除等（異動）申告書を提出することとなります。 

 この申告書は原則として令和 7 年 12 月 1 日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提

出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があればその申告に基づいて年末

調整を行うことができます。 

◎特定親族特別控除申告書 

 特定親族（19 歳以上 23 歳未満で合計所得金額 58 万円超 123 万円以下）を有する人が年末

調整において特定親族特別控除の適用を受ける場合は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日

までに特定親族特別控除申告書を提出する必要があります。 

◎基礎控除申告書 

 合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額が正しく記載されていることを確認します。 

◎配偶者控除等申告書 

 配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額

に応じて、配偶者（特別）控除額が正しく記載されていることを確認します。 


